
第４号議案

教育財産管理規則の一部改正について

教育財産管理規則（昭和５５年宮城県教育委員会規則第７号）の一部を別紙の

とおり改正する。

令和２年３月２５日提出

宮城県教育委員会教育長 伊東 昭代

第４号議案
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教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
財
産
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条

削
除

様
式
第
一
号
の
二
及
び
様
式
第
一
号
の
三
中

を
削
り
、
様
式
第
一

号
の
四
中

を

２
借

受
人
及

び
保

証
人

借
受

人

住
所

氏
名

又
は

名
称

保
証

人

住
所

氏
名

又
は

名
称

「

」

「

」
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に
改
め
、
様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第

五
号
ま
で
の
規
定
中

を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
提
供
さ
せ
、
又
は
保
証
人
を
立
て
さ
せ

て
い
る
教
育
財
産
の
使
用
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
借
受

人

住
所

氏
名
又
は

名
称

「

」

「

」
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第
一
条
～
第
十
一
条

（
略
）

第
十
二
条

削
除

改

正

後

教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

新
旧
対
照
表

第
一
条
～
第
十
一
条

（
略
）

（
使
用
許
可
の
担
保
）

第
十
二
条

教
育
財
産
の
使
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
は
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
担
保
を
提
供
さ
せ
又
は
保
証
人
を
立
て
さ
せ

る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
担
保
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

国
債
証
券
又
は
地
方
債
証
券

二

政
府
の
保
証
の
あ
る
債
権

三

前
二
号
以
外
の
有
価
証
券
で
、
換
価
が
容
易
か
つ
確
実
と
認
め
ら
れ
る
も

の

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
人
を
立
て
る
場
合
は
、
教
育
財
産
の
使
用
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
を
連
帯
保
証
人

と
し
て
使
用
許
可
申
請
書
に
連
署
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

県
内
に
居
住
し
、
引
き
続
き
二
年
以
上
固
定
資
産
税
三
千
円
以
上
を
納
入

し
た
者

二

県
内
に
居
住
し
、
固
定
し
た
収
入
を
も
っ
て
独
立
の
生
計
を
営
む
者
で

適
当
と
認
め
る
も
の

４

教
育
財
産
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者(

以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。)

が
提

供
し
た
担
保
又
は
連
帯
保
証
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
教
育
長
又
は

教
育
機
関
の
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
～
第
二
十
一
条

（
略
）

現

行

削
除

備

考
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様
式
第
一
号

（
略
）

様
式
第
一
号

（
略
）
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様
式
第
六
号

（
略
）

様
式
第
六
号

（
略
）
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教育財産管理規則の一部改正の概要

１ 改正理由

教育財産の目的外使用許可については，担保の提供等を必要としていな

いことから，実状に合わせ，関係規定を削除するとともに，関係様式等に

ついて改正を行おうとするもの。

２ 改正内容

（１）教育財産管理規則第１２条（使用許可の担保）の規定を削除するととも

に，教育財産の目的外使用許可に関係する様式について，所要の改正を行

うもの。

（２）教育財産の貸付けに関係する様式について，所要の改正を行うもの。

３ 施行年月日

令和２年４月１日
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